
令和８年度奈良県広報誌「県民だより奈良」広告掲載業務仕様書 
 
１．主な仕様 
  ・規  格  奈良県（以下「県」という。）が発行する広報誌「県民だより奈良」 
         ２０２６年４月号～２０２７年３月号の計１２回掲載 

裏表紙（表４）・４色カラーページ 
① 広告枠数は、１枠～４枠とする。 
② 広告は、天地 274㍉×左右 180㍉内におさめるものとする。 
③ 枠と枠の間に幅２㍉の間隔をあけるものとする。 
④ 広告枠は、罫線で囲むものとする。 

 
２．業務基準 
   契約書及び本仕様書に定めるもののほか、「県民だより奈良」広告掲載要綱及び

「県民だより奈良」広告掲載基準に基づいて行う。これらに定めのない事項等疑義
が生じた場合は、県と協議の上、県の指示によりこれを行う。 

 
３．広告の選定 
   掲載しようとする広告については、広告主をその発行月の前々月の１０日（当該

日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の平日）までに県に報告し、広告原稿案
をその発行月の前々月の１３日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前の
平日）までに県に提出するものとする。 

   ただし、２０２６年４月号掲載広告については、広告主を同年２月１０日までに
県に報告し、広告原稿案を同月１３日までに県に提出するものとする。 
なお、県と協議の結果、広告の差し替え又は修正が必要となった場合は、速やか

に差し替え又は修正したものを県に提出しなければならない。 
 
４．完全版下原稿 
   県との協議の結果を反映した完全版下原稿の作成については、あらかじめ県と協

議の上、その発行月の前月の１日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は直前
の平日）までに、県の指定する場所に、ＣＤ－Ｒ（ＤＶＤ－Ｒ可）又は電子メール
によるデータ送信により納品する。 

 
５．色校正 

色校正は受託者の責任において行う。色校正は毎号につき１回とし、毎号校了の
前日（毎月中旬頃。詳細は別途県から指定）の午前に色校正原稿を県から受託者に
電子メールにより送信する。修正が必要である場合は、翌日（土曜、日曜、祝日の
場合は直後の平日）正午までに県に報告しなければならない。 

 
６．契約期間 
   契約締結日（令和８年２月初旬ごろ）から令和９年３月３１日まで 
 
７．広告作成の留意点 
 （基本事項） 

・「県民だより奈良」広告掲載要綱第２条及び「県民だより奈良」広告掲載基準に
定める「広告の範囲」に適合したものであること。 

・必ず広告枠内側の四隅のいずれか１か所に広告と表示すること。 
・広告主は明確に記載し、広告の問い合わせ先として電話番号は必ず掲載すること。 
・広告内容に申し込み等の期日の定めがある場合は、原則として期日の定めは発行

月の１０日以降とすること。 
 
 



（色遣いについて） 
    ・行政広報誌に相応しくない、奇抜な色遣いは避けること。 
 （フォントサイズについて） 

・使用できるフォントサイズは１００ポイントを上限とすること。ただし、個別商
品の紹介に係る価格、掛金、金利などを表す数値等のフォントサイズは４５ポイ
ントを上限とすること。 

・文字数、レイアウト、書体、文字色、文字間隔、行間隔等を勘案して、見やすい
大きさの文字を使用すること。 

 （その他） 
・広報紙面全体の雰囲気や、他の広告と比較して著しくバランスを欠く表現となっ
ている場合には、是正を求めることがあること。 

 
８．広告枠内側に明記する広告表示の規格 
      広告表示のデザインは、県からデータで支給するもの又は次の規格により作成し

たものを使用すること。 
 （広告表示の規格） 
   ①枠は天地５㍉×左右８㍉ 
    ②枠の罫線の太さは０．１㍉ 
   ③枠の罫線の色は黒色 
    ④広告の字体は「新ゴＬ」 
   ⑤広告のフォントサイズは１１ポイント 

⑥地の色は白色、文字の色は黒色 
 
９．請求金額の納入 
 ・県は、各月ごとに次に掲げる請求金額を記載した納入通知書を発行する。 

① ２０２６年４月号～２０２７年２月号までの分 
契約金額を１２で除して得た額（当該額に１円未満の端数がある場合、当該端数
を切り捨てる。） 

② ２０２７年３月号分 
契約金額から、①の額に１１を乗じて得た額を差し引いた額 

 ・受託者は、納入通知書の発行を受けた後、納期限までにその納入通知書により請求
金額を納入すること。 

 
10．その他 
   令和８年２月１３日が２０２６年４月号、同年３月１３日が２０２６年５月号に

おける広告原稿案の提出期日となるため、２月初旬ごろを契約締結日とします。た
だし、本業務委託に係る県の令和８年度予算が県議会で承認されなかった場合は、
入札を無効とする場合があるため、事業者は、それを了承したうえで入札に参加す
ること。 

 
11．参考（令和７年度における「県民だより奈良」発行状況） 
  ・オフセット印刷Ａ４判２０ページで毎月１回月初、年１２回発行予定 
  ・フルカラー 

・県民を対象に配布（奈良県内の全世帯、県内市町村役場、公共施設、コンビニエ
ンスストア約２７０店舗、県内１１大学、南都銀行９８店舗、近鉄１０駅《近鉄
奈良駅と生駒市内全駅》、ならコープ９店舗、イオンモール５店舗、各県人会、
都道府県等） 

    ・発行部数は１回当たり約５８万部 
    ・自治会配布（３７市町村）ほか、新聞折り込み・戸別配布で配布 
  ・県の情報のほか、市町村のイベント等情報も掲載 


